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第120回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

事業報告
Ⅵ．業務の適正を確保するための体制
Ⅶ．業務の適正を確保するための体制の

運用状況の概要
連結計算書類

連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

富士急行株式会社
上 記 の 事 項 は、 法 令 及 び 当 社 定 款 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ 

（https://www.fujikyu.co.jp/soumu/investors/meeting.html）に掲載することにより
株主の皆様に提供しております。
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Ⅵ．業務の適正を確保するための体制
　１．業務における基本方針

富士急グループは十二分に安全を心がけ、「夢・喜び・やすらぎ・快適・感動・健やかさ」
を提供するアメニティビジネスのリーディングカンパニーを目指します。
また、具体的な行動をおこす指針として以下の「経営ビジョン」の基に、行動してまいりま
す。
・世界中のお客様の立場に立って、120％の安全と最高のホスピタリティの提供を目指し
ます。
・株主価値の向上に努めます。
・自然環境、地域社会を大切にし、皆様から信頼される会社になります。
・社員が夢と誇りを持てる会社となります。

　２．富士急グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
①	 当社取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役及び弁護士などの第三者を委員と
するガバナンス委員会を設置し、取締役、監査役、執行役員の選解任及び取締役の個人別
の報酬、ガバナンスに関する事項について審議することにより、統治機能の強化と充実を
図るとともに意思決定プロセスの透明性、客観性を高める。

②	 富士急グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たす
ため、富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」を富士急グループの全役職員に
周知徹底させるとともに、「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス委
員会を設置し、定期的なコンプライアンス遵守方策の策定・見直しを行う体制としてい
る。

③	 コンプライアンスに係る研修、マニュアルの作成・配付等を行うことなどにより、富士急
グループの役職員の知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成していくよう取
り組む。

④	 万一、法令及び定款に抵触するおそれのある事態が発生した場合には、その内容や対処案
が速やかに取締役社長に報告され、執行役員会で審議される体制とする。

⑤	 富士急グループの役職員が、社内においてコンプライアンスに抵触する行為を行うか、若
しくは行われようとしていることに気がついた場合は、「内部通報規程」の「ヘルプＱラ
イン」制度に基づきコンプライアンス委員会又は常勤監査役へ通報する体制と通報者に対
して不利益な扱いを行わない体制とする。
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　３．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
①	 取締役の意思決定又は取締役に対する報告及び重要な書類・保存・廃棄に関しては、「文
書取扱規程」及び「文書管理規程」に基づき行う。

②	 情報の管理については、「内部情報管理規程」のほか、「情報セキュリティ基本方針」・	
「情報セキュリティ管理基準」に基づき厳正な管理を行う。

　４．富士急グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①	 取締役社長に直属する部署として、監査室を設置し、監査部門担当取締役がその業務を管
掌する。

②	 監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改
善を行う。

③	 各室部及び富士急グループ各社は、それぞれリスク管理を行い、その管理状況を定期的に
監査室に報告するとともに、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反並びにその他の
事由に基づき損失の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容
及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役社長、各室部長及び当該グループ
会社の取締役社長へ通報する。

④	 地震など自然災害が発生した場合は、事業資産の損害を最小限にとどめ、かつ事業継続と
早期復旧の実現を目的として策定した事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、迅速に対応する。
また、感染症の流行に対しては、役職員への感染予防や感染時の対応など必要な措置を講
じ、鉄道事業やバス事業の継続運行のための体制を講じる。

⑤	 さらに、「災害対策本部規程」及び「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」
を基に、災害対策本部のほか、必要に応じた危機管理体制を構築する。

　５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①	 将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、会社として達成すべき目
標を明確化するとともに、部門ごとに業績目標と責任を明確化し、かつその評価方法を明
らかにする。

②	 執行役員制度により、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督
と業務執行の役割を明確にする。

③	 定例の取締役会において重要事項の決定をするとともに、常勤取締役・常勤監査役が出席
し、経営の基本計画・方針を確立するため必要と認められる事項を審議、決定する常勤役
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員会及び常勤取締役・常勤監査役・執行役員等が出席し、業務執行状況の報告と各室部関
連事項の協議を行う執行役員会を定期的に開催し、業務執行を機動的に行う。なお、各会
議体への付議事項は、基準を明確化し、効率的な職務執行が行われる体制とする。

④	 日常の職務遂行に関しては、「業務分掌規程」、「専決権限規程」に基づき各室部長が意思
決定ルールに則り職務を遂行する。

　６．財務報告の信頼性を確保するための体制
①	 金融商品取引法に基づく内部統制制度に対応するため、コンプライアンス委員会を中心
に、財務報告の信頼性を確保する体制を構築する。

②	 監査室は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、内部統制システムの整備及び運用状況を評価し、是正すべき事項を発見した場合は、
速やかに改善を図る。

③	 内部統制の状況について、取締役会へ報告し、承認を得る。

　７．富士急グループにおける業務の適正を確保するための体制
①	 グループ会社共通の富士急グループ「企業行動規範」及び「コンプライアンス管理規程」
に基づき、また、すべてのグループ会社において「職員倫理規程」に基づき、コンプライ
アンス体制の強化に努める。

②	 グループ会社管理の担当部を置き、「関係会社管理規程」に基づき、各グループ会社の状
況に応じて必要な管理を行う。

③	 監査室はグループ会社に関しても、リスクの評価及び適切な管理状況の報告を行う。
④	 グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告のほ
か、重要案件については合議制のもとに事前協議を行う。

⑤	 グループ会社経営者から、取締役社長・関係取締役・常勤監査役に対して半期に１回の決
算報告、年１回の予算報告を実施し、全体方針の統制を図る。

　８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制
監査役を補助すべき事務スタッフを監査室内に置く。
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　９．前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、人事担当取締役と常勤監査役が事前
に協議を行う。
富士急グループの役職員は、監査役又は前号の使用人が職務に関する報告を求めたときは、
速やかに報告を行うものとする。

10．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①	 富士急グループの役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、富士急グループに重大な
損失を与える事項が発生し、又は発生するおそれがあるときや、役職員による違法又は不
正な行為を発見したとき、及びその他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたと
きは、監査役に報告する。

②	 取締役社長と監査役による定期会合を年１回開催し、意見交換と意思の疎通を図る体制を
構築する。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①	 常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた
め、常勤役員会・執行役員会・重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務
執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができ
る。

②	 監査役は、当社の会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を
行うなど連携を図っていく。

③	 当社は、監査役の職務の執行について必要な費用を負担し、監査役から前払いの請求があ
った場合はこれに応じる。

12．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
富士急グループは、反社会的勢力や関連団体と断固として対決し、いかなる取引も行いませ
ん。
また、その旨を富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」に定め、富士急グループ
の役職員全員に周知徹底するとともに、平素より警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、排
除運動や各種研修受講、教育などを実施し、啓蒙活動を行っております。
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Ⅶ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　１．内部統制システム全般

富士急グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況は、監査室による定期的な業
務監査・内部統制評価を実施し、必要に応じて改善するとともに、取締役会、監査役会に実施
結果、改善状況を報告しております。

　２．法令及び定款に適合することを確保するための取組み状況
当社は、ガバナンス委員会を設置し、統治機能の強化と充実を図っております。また、取締
役会の実効性確保に向け、弁護士による取締役会評価及びコンプライアンス研修を実施すると
ともに、富士急グループ役職員に対して研修の実施や、経営責任者会議、現場長会議において
法令及び定款遵守の意識醸成を図っております。
また、「内部通報規程」に「ヘルプＱライン」を設け、グループの相談・通報体制を整備し、
コンプライアンスの実効性向上に努め、運用状況については取締役会、監査役会に報告してお
ります。

　３．損失の危険の管理に関する取組みの状況 
当社は、「リスク管理規程」を整備し、定期的に富士急グループ全般に係わるリスク評価を
行うとともに、「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」により、富士急グルー
プ各施設で事故等が発生した場合、速やかに取締役社長、関係室部、常勤監査役にその概要を
報告し、対処しております。
また、地震など自然災害に対するリスク対応として、事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく危機
管理体制を構築しております。

　４．業務執行の効率性確保に関する取組みの状況 
当社は、2018年度を初年度とする第五次中期経営計画を策定し、「経営戦略」を明確化し
ております。また、「取締役会・常勤役員会付議基準」を定め、取締役会と常勤役員の経営の
監督と業務執行の役割を明確にし、業務執行を行っております。

　５．業務執行の適正を確保するための取組みの状況 
当社は、富士急グループ全般の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、
グループ会社管理担当部が管理を行っております。また、全社方針の統制を図ることを目的に、
グループ会社経営者からの決算報告を半期に１回及び予算報告を年１回実施しております。
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　６．監査役監査の実効性確保に関する取組みの状況
取締役社長と監査役との意見交換、意思疎通を図ることを目的に、年１回定期会合を行って
おります。また、常勤監査役は、常勤役員会、執行役員会等の重要な会議へ出席するとともに、
監査室から監査結果の定期的な報告を受けるなど、監査が実効的に行われる体制を構築してお
ります。
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連結株主資本等変動計算書
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：千円）
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 9,126,343 3,673,532 15,549,653 	△	1,541,336 26,808,192
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額
剰 余 金 の 配 当 	△	 795,720 	△	 795,720
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失（ △ ） 	△	2,786,229 	△	2,786,229
自 己 株 式 の 取 得 	△	 2,054 	△	 2,054
自 己 株 式 の 処 分 3,390 3,390
連 結 子会社株式の
取得による持分の増減 14,765 	△	 6,046 8,719
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（ 純 額 ）

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 ― 14,765 	△	3,581,950 	△	 4,711 	△	3,571,895
当 期 末 残 高 9,126,343 3,688,298 11,967,703 	△	1,546,047 23,236,296

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 455,824 	△	 468,050 	△	 12,225 868,461 27,664,428
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額
剰 余 金 の 配 当 	△	 795,720
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失（ △ ） 	△	2,786,229
自 己 株 式 の 取 得 	△	 2,054
自 己 株 式 の 処 分 3,390
連 結 子会社株式の
取得による持分の増減 8,719
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（ 純 額 ）

538,732 73,296 612,029 	△	 22,379 589,650

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 538,732 73,296 612,029 	△	 22,379 	△	2,982,245
当 期 末 残 高 994,557 	△	 394,753 599,804 846,082 24,682,183
（注）	 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
　１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数　　　　34社
（2）主要な連結子会社の名称

富士急行観光㈱、㈱フジエクスプレス、富士急バス㈱、富士急静岡バス㈱、㈱富士急ハイランド、ハイ
ランドリゾート㈱、相模湖リゾート㈱、㈱ピカ、㈱富士急百貨店、富士急建設㈱、㈱レゾナント・シス
テムズ

（3）非連結子会社はありません。
　２．持分法の適用に関する事項
　　　　持分法を適用した関連会社の数　　３社
　３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
　４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券
イ）満期保有目的の債券…償却原価法
ロ）その他有価証券

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。

②　たな卸資産
評価基準は原価法によっております。（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により
算定）

イ）分譲土地建物及び未成工事支出金･････個別法
ロ）商品及び原材料･････････････････････主に先入先出法
ハ）製品及び仕掛品･････････････････････主に総平均法
ニ）貯蔵品･････････････････････････････主に移動平均法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）
イ）2007年３月31日以前に取得したもの
　旧定額法によっております。

ロ）2007年４月１日以降に取得したもの
　定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建物及び構築物　　　　３～50年
　　機械装置及び運搬具　　２～18年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　定額法によっております。

③　リース資産
　　所有権移転外ファイナンス・リース取引･･･	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の

取り決めがある場合は、残価保証額）とする定額法に	
よっております。

（3）工事負担金等の処理方法
鉄道業（当社及び岳南電車㈱）における工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得
した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取
得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

（4）繰延資産の処理方法
社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

（5）重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、翌連結会計年度の支給見込額に基づき当連結会計
年度における負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上し
ております。

④　役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式
給付債務の見込額に基づき計上しております。
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（6）退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま
す。

（7）重要なヘッジ会計の処理
①　ヘッジ会計の方法

当社グループが行っている金利スワップ取引は、金利スワップの特例処理の条件を充たしているため
当該特例処理を適用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　金利スワップ取引
ヘッジ対象　　借入金利

③　ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクをヘッジすることを目的として金利スワップ取引を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法
当社グループの金利スワップ取引は、金利スワップの特例処理の条件を充たしており、その判定をも
って有効性評価に代えております。

（8）その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　　	「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度から
適用し、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　（新型コロナウイルス感染症による影響に関する会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、感染リスクの解消までには長期間を要するものの、新
しい生活様式の定着による経済活動再開に伴い景気は段階的に回復していくものと考え、当社グループにおけ
る事業の国内利用客については2023年３月期には新型コロナウイルス感染症拡大前の水準まで概ね回復し、
訪日外国人利用客については４年から５年かけて一定程度まで回復すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性
及び固定資産の減損について見積りや判断を行っております。しかしながら、当該仮定については不確実性を
伴うため、今後の状況によっては見積りや判断に影響を及ぼす可能性があります。
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　１．繰延税金資産の回収可能性　
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産	 2,533,403千円
繰延税金負債	 19,705千円

（2）その他の情報
繰延税金資産の計上額は、上述の新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定を前提とした将来
の収支見通しに基づく課税所得の発生時期及び金額により見積もっております。当該見積りは、上述の
仮定に係る不確実性を含むとともに、将来の経済環境の変化などによっても影響を受けるため、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りから乖離した場合、翌連結会計年度の連結計算書類におい
て、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

　２．固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産及び無形固定資産	 59,372,998千円
減損損失	 736,129千円

（2）その他の情報
固定資産の減損の認識判定は、上述の新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定を前提とした
将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて行っております。当該見積りは、上述の仮定に係る不確実
性を含むとともに、将来の経済環境の変化などによっても影響を受けるため、将来キャッシュ・フロー
の金額が当該見積りから乖離した場合は、翌連結会計年度の連結計算書類において、さらなる減損損失
を計上する可能性があります。

（追加情報）
　（株式給付信託（BBT））
当社は、2018年６月22日開催の第117回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役は除きます。
以下同じ。）を対象とした株式報酬制度「株式給付信託（BBT＝Board	Benefit	Trust）」（以下、「本制度」と
いいます。）を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

　　　①取引の概要
　	本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が
定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当
社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給
付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

　　　②信託に残存する自社の株式
　	信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に「自
己株式」として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、45,087
千円及び13,300株であります。
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　（訴訟の提起）
2021年３月１日、当社は山梨県に対して賃借権存在確認と債務不存在確認を求め、訴訟を提起するとともに
仮処分の申立てを行いました。
賃借権存在確認については、当社が山梨県より賃借している山中湖県有地について、山梨県は現行の賃貸借契
約（契約期間：2017年４月１日より20年間）が違法無効であり賃借権が存在しないと主張しているため、当
社は現行の賃貸借契約に基づき賃借権が存在することの確認を求めています。また、山梨県は、当社が賃貸借
契約に基づき支払ってきた貸付料が適正な対価ではないとして、山梨県が考える適正な対価と実際の貸付料と
の差額分について、当社に不法行為に基づく損害賠償債務または不当利得返還債務が存在すると主張している
ため、当社はそのような債務は存在しないことの確認を求めています。
加えて、当社の別荘事業に対する妨害を予防するために、当社が賃借権を有することを仮に確認し、山梨県に
よる当社の別荘事業に対する妨害行為を差し止める仮処分命令の申立てを行いました。

（連結貸借対照表に関する注記）
　１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）財団（鉄道財団・観光施設財団）

建 物 及 び 構 築 物 13,399,459千円
機械装置及び運搬具 3,284,570千円
土 地 2,081,224千円
そ の 他 667,447千円

計 19,432,702千円

長 期 借 入 金 28,778,080千円
（うち１年以内返済額） （5,008,395千円）

計 28,778,080千円
（2）その他

建 物 及 び 構 築 物 676,379千円
土 地 559,908千円

計 1,236,288千円

短 期 借 入 金 140,750千円
長 期 借 入 金 154,215千円
（うち１年以内返済額） （14,460千円）
預 り 保 証 金 3,149,791千円

計 3,444,756千円
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　２．財務制限条項
　　　	金融機関と締結している金銭消費貸借契約の一部及びシンジケートローン契約に係る長期借入金

10,824,160千円（１年以内返済額3,547,760千円を含む。）について財務制限条項が付されております。
財務制限条項の主な内容は次の通りであります。

　　①	各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額
を前年同期比75％以上、かつ、契約毎に定めた一定額以上に維持すること。

　　②	各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならない
ようにすること。

　３．有形固定資産の減価償却累計額 98,620,528千円
　４．鉄道業に係る固定資産のうち取得原価から直接減額した工事負担金等累計額

建 物 及 び 構 築 物 2,968,677千円
機械装置及び運搬具 2,226,948千円
そ の 他 135,379千円

計 5,331,005千円

（減損損失に関する注記）
　　	当社グループは、事業用資産については内部管理上採用している区分を基礎として資産のグルーピングを行
い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　　当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
用　　　　　　　途 種　　　　　　　類 場　　　　　　　所
スキー場他 建物　他 静岡県裾野市
遊 休 資 産 土地 静岡県沼津市

　　	減損損失を認識するに至った経緯
収益性の低下により投下資本の回収が見込めなくなったことにより、減損損失を認識しております。

　　減損損失の金額
建 物 及 び 構 築 物 417,223千円
機械装置及び運搬具 233,624千円
土 地 39,883千円
リ ー ス 資 産 34,099千円
そ の 他 11,298千円

計 736,129千円

　　	回収可能価額の算定方法
回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は、基準地価に基づき算出
しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて算出しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
（1）当連結会計年度末における発行済株式総数

普通株式 54,884,738株
（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決　　　　　　　議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基　準　日 効力発生日

2020年６月17日定時株主総会 普通株式 795,720 15.0 2020年３月31日 2020年６月18日
（注）	2020年６月17日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式

に対する配当金214千円が含まれております。

（3）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決　　　　　　　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基　準　日 効力発生日

2021年６月18日定時株主総会 普通株式 利益剰余金 318,285 6.0 2021年３月31日 2021年６月21日
（注）	2021年６月18日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式

に対する配当金79千円が含まれております。
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（金融商品に関する注記）
　１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については金融機関か
らの借入等による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、
投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
当社グループの未収金管理規程に従い、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、年一回以
上定期的に取引先の信用状況等を把握し、さらに、残高の状況を所管部署へ報告する体制としておりま
す。
投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関して
は、財務担当部門において定期的に時価や発行体（主に業務上の関係を有する企業）の財務状況等を把
握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資資金及び運転資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、
金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部の借入金については、デリバティブ取引（金利
スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利ス
ワップの特例処理の条件を充たしているため、その判定をもって有効性評価に代えております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い、財務担当部門が決裁権限者の承認を得て
行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い
金融機関とのみ取引を行っております。
また、営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に
資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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　２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれ
ておりません（（注２）参照）。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額（※） 時　価（※） 差　　　額

（1）現金及び預金 17,804,250	 17,804,250 ―
（2）受取手形及び売掛金 2,512,301 2,512,301 ―
（3）投資有価証券 3,681,494 3,681,494 ―
（4）支払手形及び買掛金 （2,147,109） （2,147,109） ―
（5）短期借入金 （4,945,750） （4,945,750） ―
（6）未払消費税等 （258,101） （258,101） ―
（7）未払法人税等 （187,702） （187,702） ―
（8）社債 （5,000,000） （4,967,500） 32,500
（9）長期借入金
（１年以内に返済予定のものを含む） （50,113,393） （49,998,919） 114,473

（10）デリバティブ取引 ― ― ―
　（※）		負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（注１）	 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）	現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）	投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

（4）	支払手形及び買掛金、（5）短期借入金、（6）未払消費税等並びに（7）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（8）	社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格によっております。

（9）	長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定
する方法によっております。一部の変動金利による長期借入金については金利スワップの特例処理の対象とされて
おり（下記（10）参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。それ以外の変動金利による長期
借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言え
ることから、当該帳簿価額によっております。

（10）	デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ
の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記（9）参照）。

（注２）	 非上場株式（連結貸借対照表計上額173,614千円）及び非上場関連会社株式（連結貸借対照表計上額2,439,919千円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ･フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、「（3）投資有価証券」には含めておりません。
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（賃貸等不動産に関する注記）
　　１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都、山梨県、静岡県その他の地域において、賃貸商業施設（土地を含む）
等を有しております。

　　２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価
3,620,329 10,969,148

（注１）	 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）	 当期末の時価は、主として ｢不動産鑑定評価基準｣ に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を

行ったものを含む。）であります。

（１株当たり情報に関する注記）
　　１株当たり純資産額 448円89銭
　　１株当たり当期純損失 △52円47銭

（重要な後発事象に関する注記）
　　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：千円）
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資　本　金
資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

資本準備金 そ　の　他資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 9,126,343 2,398,352 1,040,417 3,438,770 1,959,724 219,600 4,656,554 6,835,878
当 期 の 変 動 額
剰余金の配当 △	 800,772 △	 800,772
当期純損失（△） △	 674,730 △	 674,730
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額）

当期の変動額合計 ― ― ― ― ― ― △1,475,503 △1,475,503
当 期 末 残 高 9,126,343 2,398,352 1,040,417 3,438,770 1,959,724 219,600 3,181,051 5,360,375

株　主　資　本 評価・換算
差　額　等 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評	価	差	額	金

当 期 首 残 高 △1,277,380 18,123,611 400,697 18,524,309
当 期 の 変 動 額
剰余金の配当 △	 800,772 △	 800,772
当期純損失（△） △	 674,730 △	 674,730
自己株式の取得 △	 2,054 △	 2,054 △	 2,054
自己株式の処分 3,390 3,390 3,390
株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額） 513,388 513,388

当期の変動額合計 1,335 △1,474,167 513,388 △	 960,779
当 期 末 残 高 △1,276,045 16,649,443 914,085 17,563,529
（注）	 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
　１．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法
子会社及び関連会社株式……移動平均法に基づく原価法
そ の 他 有 価 証 券　　　　　　　　　　　
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法によっております。（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）
分譲土地建物……………個別法
貯 蔵 品……………移動平均法

　３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
ア．2007年３月31日以前に取得したもの…………旧定額法
イ．2007年４月１日以降に取得したもの…………定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法
リース資産
ア．所有権移転外ファイナンス・リース取引………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保

証の取り決めがある場合は、残価保証額）とする定
額法

　４．工事負担金等の処理方法
鉄道業における工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価か
ら直接減額して計上しております。
なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価
から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

　５．繰延資産の処理方法
社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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　６．引当金の計上基準
ア．貸	倒	引	当	金 …………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

イ．賞	与	引	当	金 …………従業員に対する賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額に基づき当事
業年度における負担額を計上しております。

ウ．役員賞与引当金 …………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込
額に基づき計上しております。

エ．役員株式給付引当金 …………役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当事業年
度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

オ．退職給付引当金 …………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌期から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と
異なっております。

　７．ヘッジ会計の処理
金利スワップ取引については、特例処理の条件を充たしているため当該特例処理を適用しております。

　８．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　　	「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度から適用
し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　（新型コロナウイルス感染症による影響に関する会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、感染リスクの解消までには長期間を要するものの、新
しい生活様式の定着による経済活動再開に伴い景気は段階的に回復していくものと考え、当社における事業の
国内利用客については2023年３月期には新型コロナウイルス感染症拡大前の水準まで概ね回復し、訪日外国
人利用客については４年から５年かけて一定程度まで回復すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性及び固定
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資産の減損について見積りや判断を行っております。しかしながら、当該仮定については不確実性を伴うため、
今後の状況によっては見積りや判断に影響を及ぼす可能性があります。

　１．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額　

繰延税金資産	 1,274,501千円	
（2）その他の情報	

繰延税金資産の計上額は、上述の新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定を前提とした将来
の収支見通しに基づく課税所得の発生時期及び金額により見積もっております。当該見積りは、上述の
仮定に係る不確実性を含むとともに、将来の経済環境の変化などによっても影響を受けるため、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りから乖離した場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税
金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

　２．固定資産の減損	
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額　

有形固定資産及び無形固定資産	 46,682,781千円
減損損失	 736,129千円

（2）その他の情報	
固定資産の減損の認識判定は、上述の新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定を前提とした
将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて行っております。当該見積りは、上述の仮定に係る不確実
性を含むとともに、将来の経済環境の変化などによっても影響を受けるため、将来キャッシュ・フロー
の金額が当該見積りから乖離した場合は、翌事業年度の計算書類において、さらなる減損損失を計上す
る可能性があります。

（追加情報）
　（株式給付信託（BBT））
当社は、2018年６月22日開催の第117回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役は除きます。
以下同じ。）を対象とした株式報酬制度「株式給付信託（BBT＝Board	Benefit	Trust）」（以下、「本制度」と
いいます。）を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。
　①取引の概要
　	本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が
定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当
社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給
付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

　②信託に残存する自社の株式
　	信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に「自
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己株式」として計上しております。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、45,087千円
及び13,300株であります。

　（訴訟の提起）
2021年３月１日、当社は山梨県に対して賃借権存在確認と債務不存在確認を求め、訴訟を提起するとともに
仮処分の申立てを行いました。
賃借権存在確認については、当社が山梨県より賃借している山中湖県有地について、山梨県は現行の賃貸借契
約（契約期間：2017年４月１日より20年間）が違法無効であり賃借権が存在しないと主張しているため、当
社は現行の賃貸借契約に基づき賃借権が存在することの確認を求めています。また、山梨県は、当社が賃貸借
契約に基づき支払ってきた貸付料が適正な対価ではないとして、山梨県が考える適正な対価と実際の貸付料と
の差額分について、当社に不法行為に基づく損害賠償債務または不当利得返還債務が存在すると主張している
ため、当社はそのような債務は存在しないことの確認を求めています。
加えて、当社の別荘事業に対する妨害を予防するために、当社が賃借権を有することを仮に確認し、山梨県に
よる当社の別荘事業に対する妨害行為を差し止める仮処分命令の申立てを行いました。

（貸借対照表に関する注記）
　１．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産 土地・建物 1,091,374千円
担保に係る債務 預り保証金 3,149,791千円

上記以外に、鉄道事業固定資産、観光事業固定資産のうち、19,432,702千円を鉄道財団、観光施設財団と
して長期借入金	28,778,080千円（１年以内返済額5,008,395千円を含む。）の担保に供しております。

　２．財務制限条項
金融機関と締結している金銭消費貸借契約の一部及びシンジケートローン契約に係る長期借入金
10,824,160千円（１年以内返済額3,547,760千円を含む。）について財務制限条項が付されております。
財務制限条項の主な内容は次の通りであります。
　①	各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額

を前年同期比75％以上、かつ、契約毎に定めた一定額以上に維持すること。
　②	各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならない
ようにすること。

　３．有形固定資産の減価償却累計額 82,410,711千円
　４．事業用固定資産 有形固定資産 42,206,499千円

土　地 11,621,310千円 建　物 17,390,985千円
構築物 6,891,480千円 車　両 919,092千円

リース資産 487,160千円 その他 4,896,469千円
無形固定資産 2,566,613千円

　５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 2,173,906千円 長期金銭債権 1,549,893千円
短期金銭債務 2,928,674千円 長期金銭債務 64,397千円
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　６．鉄道事業固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等累計額
3,535,617千円

　７．退職給付引当金
　　　退職一時金制度 退 職 給 付 債 務 873,498千円

退 職 給 付 信 託 624,709千円
未認識数理計算上の差異 567,655千円
前 払 退 職 給 付 費 用 318,866千円

　　　前払退職給付費用は資産の部投資その他の資産に「前払年金費用」として計上しております。

（損益計算書に関する注記）
　１．営業収益 18,554,603千円
　２．営業費

運送営業費及び売上原価11,074,803千円 販売費及び一般管理費 2,403,297千円
諸 税 718,312千円 減 価 償 却 費 4,623,819千円

　３．関係会社との取引高
営 業 収 益 2,603,458千円 営 業 費 9,049,999千円
営業取引以外の取引高 1,061,436千円

（減損損失に関する注記）
当社は、事業用資産については内部管理上採用している区分を基礎として資産のグルーピングを行い、遊休資
産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用　　　　　　　途 種　　　　　　　類 場　　　　　　　所
スキー場他 建物　他 静岡県裾野市
遊 休 資 産 土地 静岡県沼津市

　　減損損失を認識するに至った経緯
収益性の低下により投下資本の回収が見込めなくなったことにより、減損損失を認識しております。

　　減損損失の金額
建 物 及 び 構 築 物 417,223千円
機械装置及び運搬具 233,624千円
土 地 39,883千円
リ ー ス 資 産 34,099千円
そ の 他 11,298千円

計 736,129千円
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　　回収可能価額の算定方法
回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は、基準地価に基づき算出
しております。また使用価値は将来キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて算出しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　　自己株式の種類及び株式数

当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普　　通　　株　　式 1,514,222株 476株 1,000株 1,513,698株

（注１）	当事業年度末の自己株式には、株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式13,300株が含ま
れております。

（注２）	増加株式数は、単元未満株式の買取によるものであります。
	 また、減少株式数は、株式給付信託（BBT）の権利行使に伴う自己株式の処分によるものであります。

（税効果会計に関する注記）
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　（繰延税金資産）

投資有価証券（退職給付信託分） 163,368千円
賞与引当金 16,634千円
貸倒引当金 22,644千円
未払役員退職慰労金 25,814千円
固定資産評価損 64,138千円
減損損失 1,278,142千円
固定資産除却損 28,077千円
関係会社株式評価損 104,875千円
繰越欠損金 461,183千円
資産除去債務 44,773千円
その他 200,514千円
繰延税金資産小計 2,410,167千円
評価性引当額 △588,334千円
繰延税金資産合計 1,821,833千円
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　　（繰延税金負債）
前払退職給付費用 97,123千円
投資有価証券（退職給付信託返還分） 58,786千円
資産除去債務に対応する除去費用 9,355千円
その他有価証券評価差額金 375,226千円
その他 6,840千円
繰延税金負債合計 547,331千円

繰延税金資産の純額 1,274,501千円

（関連当事者との取引に関する注記）
　子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種　類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ㈱富士急ハイランド 所有直接100％
遊園地等の運営受委託
役 員 の 兼 任

「富士急ハイランド」
等の運営委託（注1） 2,989,068 未払金 398,457

子会社 ハイランドリゾート㈱ 所有直接100％
ホテル、ゴルフ場
等の運営受委託
役 員 の 兼 任

「ハイランドリゾー
ト	ホテル＆スパ」等
の運営委託（注1）

2,147,276 未払金 209,069

子会社 ㈱ ピ カ 所有直接100％
キャンプ場等の
運 営 受 委 託
役 員 の 兼 任

「PICA西湖」等の
運営委託（注1） 2,320,069 未払金 197,993

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）営業収益及び原価を含めた運営費用等を基礎として毎期交渉の上、決定しております。
（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（１株当たり情報に関する注記）
　　１株当たり純資産額 329円08銭
　　１株当たり当期純損失 △12円64銭
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（重要な後発事象に関する注記）
　（当社事業の会社分割）
当社は、2021年４月28日開催の取締役会において、2022年４月を目途に鉄道事業を分社化すること、分社
化に先立ち子会社を設立することを決定しました。
なお、この会社分割による鉄道事業の分社化は、所管官公庁の許認可が得られることを条件として実施いたし
ます。

　１．目的
当社グループは、富士山周辺エリアを中心に運輸事業、不動産事業、レジャー・サービス事業、その他事
業を行っておりますが、運輸事業のうち、当社鉄道事業につきましては、モータリゼーションの進展、長
引く地域経済の落ち込みや公共事業の縮小、少子高齢化、生活様式の変化、直近では新型コロナウイルス
感染症の影響により国内外の観光客が激減する等の、激変する外部環境の下で経営を行っております。
当社といたしましては、かかる環境においても、「富士山に一番近い鉄道」として国内外観光客、並びに
地域の皆様の生活の足として、今後も鉄道事業の経営を続けていく所存です。
一方、これまで当社においては、将来にわたる持続的成長と企業価値向上を図るに相応しいグループ経営
体制に深化させるべく、当社はグループ経営を中心に担い、各子会社は事業経営に特化する形に再編を図
って参りました。
このたび、当社鉄道事業についても、新会社に事業を承継（会社分割）することで、様々な環境変化に即
応する機動性を確保しつつ、より地域に密着した営業体制とするべく、再編を実施するものです。

　２．要旨
（1）方法

予め当社が100％出資の新会社を設立のうえ、当社を分割会社とする会社分割により、鉄道事業を新会
社に承継させる吸収分割方式といたします。

（2）日程
①新会社設立　　　　　2021年５月（予定）
②分割効力発生日　　　2022年４月１日（予定）

（3）実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）、「事業分離等に関する会計
基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）、及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき、共通支配下の取
引として処理する予定であります。
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　３．分割当事会社の概要
（1）分割会社

商号 富士急行株式会社
所在地 山梨県富士吉田市上吉田二丁目５番１号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長　堀内　光一郎
主な事業内容 鉄道事業、自動車事業、観光事業、土地建物事業
決算期 ３月
資本金 9,126,343千円（2021年３月31日現在）
純資産 17,563,529千円（2021年３月31日現在）
総資産 84,838,187千円（2021年３月31日現在）

（2）承継会社
商号 富士山麓電気鉄道株式会社（2021年５月設立予定）
所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町
代表者の役職・氏名 代表取締役社長　上原　厚
主な事業内容 鉄道事業　等
決算期 ３月
資本金 10,000千円（2021年５月設立時）

４．会社分割する事業内容及び営業収益
（1）分割する事業内容

鉄道事業
（2）分割する事業の営業収益

2020年３月期 2021年３月期
分割事業営業収益 2,024,617千円 704,215千円
当社営業収益 28,681,398千円 18,554,603千円
比率（％） 7.1 3.8
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